
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  所得拡大促進税制                     

Ｑ：所得拡大促進税制の要件を判定する場

合の雇用者は、雇用保険に加入していなけれ

ばなりませんか？                                     

                                             

Ａ：雇用保険への加入は要件になっていま

せん。 

【解説】 

所得拡大促進税制は、次の要件を満たす場

合に支給増加額の10%(中小企業は20%)の税額

控除が受けられるという制度です。 

 ①雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支

給額に比して２％以上増加したこと 

 ②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支

給額以上であること 

 ③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与

等支給額を超えること 

平均給与等支給額とは、適用年度の継続雇

用者給与等支給額を給与等月別支給対象者の

数を合計した数(延べ継続雇用者数)で除して

計算した金額をいい、比較平均給与等支給額

は、前事業年度の継続雇用者資格給与等支給

額を延べ継続雇用者数で除して計算した金額

をいいます。 

また、この場合の継続雇用者とは、適用年

度及び前事業年度において給与等の支給を受

けた国内雇用者をいい、パートやアルバイト

も含まれることとなっています。 

ところで、ご質問は正社員やパート等で一

般被保険者に該当する者がいるけど、雇用保

険に加入していない場合は、対象になるのか

ということかと思いますが、加入していなく

ても対象に含めることはできます。 
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